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【論点】 

・国が所有する旧長濱検疫所一号停留所は、国が自らの費用で海の公園に移築

保存し、完成後に国から寄附を受けることについて、覚書を締結します。 

・移築後は、公民連携により金沢区内の歴史資源として魅力を発信します。 
 

【説明要旨】 

１ 背景・目的 

 ・金沢区長浜に存する厚生労働省が所管する「横浜検疫所」が、令和５年にみ

なとみらい 21新港地区に完成予定の合同庁舎に移転する。 

・国は横浜検疫所の土地建物を、合同庁舎の整備費に充てるため、国は更地に

して売却する意向を示しているが、敷地の一部に国所有登録有形文化財であ

る「旧長濱検疫所１号停留所」がある。 

２ 旧長濱検疫所一号停留所の施設経緯 

 ・明治 28年 感染症が疑われる場合に隔離する施設として長浜に整備。 

 ・平成 30年 国の登録有形文化財に登録された。 

３ 厚生労働省との調整状況 

 ・厚生労働省とは、文化財としての価値を継続して全部を保存・移築し、耐震

化を含む移転に係る一切の費用を国が負担し、所蔵品は国で引き取り、本市

は場所を提供することを市が受け取る条件として合意しており、これらにつ

いて覚書を締結する。 

４ 移築場所 

 ・海の公園とする。 

５ 移築後の利活用について 

 ・利活用の視点 

  →公民連携の活用 

  →文化財価値の継承・発信 

  →公園利用者の利便性の促進 

 

【主な意見等】 

・地域に親しまれる施設にするとともに、財政負担を最小限に抑え、市民サー

ビス・回遊性の向上を最大限見込めるよう事業スキームの検討をすべき。 

 

【結論】 

主な意見を踏まえつつ、局案について了承。 

  


